
公 告

令和５年６月２３日

常陸大宮市長 鈴木 定幸

（ 公 印 省 略 ）

一般競争入札（電子入札）を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下

「政令」という。）第１６７条の６の規定に基づき、次のとおり公告する。

１ 入札対象工事

（１）工 事 名 第０５－０９－１３０－０－００５号

本庁舎外壁等改修工事

（２）工事場所 常陸大宮市中富町地内

（３）工事概要 外壁等改修工事

・直接仮設工事 一式

・外壁改修工事 Ａ＝２１０７．７㎡

・屋上、屋根防水改修工事 Ａ＝２１６７．６㎡

（４）工 期 議会の議決を得た日の翌日から令和６年３月１０日まで

２ 入札参加形態

単体とする。

３ 入札参加資格

本工事の入札に参加できる者は、公告日現在において常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査

要項（平成２０年常陸大宮市訓令第４８号）第７条の規定により建設工事等入札参加資格者名簿

（令和５・６年度分）に登載されている者のうち、次に掲げる要件を備えている者とする。

（１）建築一式工事について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に基づ

く許可を有していること。

（２）政令第１６７条の４第１項の規定に該当していない者及び同条第２項の規定に基づく常陸大

宮市の入札参加制限を受けていない者であること。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。（更生手続開始後又は再生計画の認定決定が確定した後に常陸大宮市長が競

争入札参加資格の再認定をした者を除く。）

（４）公告の日から入札の日までの間に、常陸大宮市建設工事等請負業者指名停止等措置要領（平

成２年大宮町訓令第１３号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

（５）対象工事に係る設計業務等の受託者（株式会社柴建築設計事務所）又は当該受託者と資本若

しくは人事面において関連がある者でないこと。

（６）次のア、イのいずれかの条件を満たす者であること。

ア 常陸大宮市に本店を有し、建築一式工事の格付等級が「Ａ」であり、かつ建築一式工事に

ついて建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を有している者であること。

イ 水戸市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、那珂市、城里町、東海村又は大子町に本店

を有し、建築一式工事の総評点が１０００点以上であり、かつ建築一式工事について建設業法



第１５条の規定による特定建設業の許可を有している者であること。

（７）平成２０年度以降に元請として、国又は地方公共団体における同種工事を施工した実績があ

ること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上のものに限る。）

※同種工事とは、原則として建築物（Ｓ造，ＳＲＣ造，ＲＣ造）の新築，増築，改築，耐震

補強又は大規模の模様替とする。

（８）次に掲げる全ての基準を満たす監理技術者を対象工事に専任で配置できること。（入札の日

以前に３月以上の雇用関係にある者に限る。）

・１級建築施工管理技士又は１級建築士の資格を有する者であること。

・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

（９）現場代理人を対象工事に常駐で配置できること。（入札の日以前に３月以上の雇用関係にあ

る者に限る。）

４ 入札参加資格申請書等

（１）申請方法は電子入札システム（以下「システム」という。）によるものとする。申請様式は

指定のExcel形式を使用するものとし、画像ファイル（.tif）に変換後提出すること。ただ

し、押印は要しないものとする。

（２）対象工事の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類（以下「申請書類」という。）をシ

ステムにより提出するものとする。なお、システムにより難い場合には、紙入札方式参加承

諾願を提出することにより、その承諾を得て、書面により申請書の提出及び入札を行うこと

ができるものとする。

ア 常陸大宮市一般競争入札実施要項（平成９年大宮町告示第５０号。以下「要項」という。）

に規定する一般競争入札参加資格申請書（様式第１号）

イ 要項に規定する現場代理人及び監理技術者配置書（様式第２号）

ウ 要項に規定する施工実績表（様式第３号）

（３）システムによる申請書等の受付期間

令和５年６月２３日（金）から令和５年７月３日（月）までの土曜日及び日曜日を除く午

前９時から午後５時までとする。

（４）紙入札方式での申請書等の受付期間（紙入札方式の承諾を得た者に限る。）

紙入札方式の承諾を得た日の翌日から電子入札システムによる受付締切の同日午後４時ま

でとし、その期限を過ぎて到着した申請書等は、受理しない。

（５）システムにおける申請書等の受付票は、申請書等の受信を確認したものであり、申請内容を

確認したものではない。

（６）その他

ア 申請書等は、令和５年６月２３日（金）から入札情報サービスによりインターネット上に公

開するものとし、次のアドレスからダウンロードできる。

（入札情報サービス URL http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/）

イ 申請書等の作成費用は、参加希望者の負担とする。

ウ 提出された申請書等は、返却しないものとする。

エ 申請書類の日付は、作成日で記載すること。

５ 設計図書等の閲覧又は貸与

（１）設計図書は、入札情報サービスによりインターネット上に公開するので、次のアドレスから

ダウンロードすること。

（入札情報サービス URL http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/）



（２）閲覧又は貸与に供する期間、場所等

ア 期 間 令和５年６月２３日（金）から令和５年７月１３日（木）までの土曜日及び日曜

日を除く午前９時から午後５時までとする。（ただし、正午から午後１時までを

除く。）

イ 場 所 常陸大宮市役所 建設部 都市計画課 住宅・営繕グループ

ウ 貸 与 原則として１業者１回とし、午前９時から午後５時までの範囲で貸与する。

なお、設計図書の数に限りがあるので、貸与を希望する者は、事前に電話等で予

約すること。

（３）設計図書に関する質問がある場合は、簡易な内容確認を除き、令和５年７月３日（月）正午

までにシステムの「説明要求」により行うこと。紙入札方式の承諾を受けている場合は、建

設部 都市計画課 住宅・営繕グループ宛にファックスにより行うこと。

（４）前号の質問に対する回答は、随時システムにおいて回答する。なお、書面による質問につい

ては、書面等を作成のうえ次により閲覧に供する。

ア 期 間 令和５年７月４日（火）から令和５年７月１３日（木）までの土曜日及び日曜日

を除く午前９時から午後５時までとする。（ただし、正午から午後１時までを除

く。）

イ 場 所 常陸大宮市役所 建設部 都市計画課 住宅・営繕グループ

６ 入札執行の日時、場所等

（１）日 時 令和５年７月１８日（火） 午前１０時００分から

（２）場 所 常陸大宮市役所 ３階 行政委員会室

（３）電子入札のため、入札参加者の立会いは求めない。

（４）落札となるべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、システムの「くじ」により落札

候補者及び次順位者を決定する。

（５）入札の参加者が２者に満たないときは、入札を中止する。

７ 予定価格 金１５０，２１０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。）

８ 入札方法

（１）入札書及び積算内訳書は、システムにより提出することとし、持参、電報及びファクシミリ

等による入札は認めない。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合には、書類を郵送（簡易書留）

により提出することができる。

ア 提出書類

・入札書（システムにより提出）

ただし、紙入札方式の承諾を得た場合には、常陸大宮市建設工事執行規則（平成３年大宮

町規則第２２号）様式第１号に規定する入札書

・積算内訳書（指定様式とし、記名、押印（紙入札方式の場合のみ）、宛名、日付、数量、単

価、金額等の必要事項を明示すること。）

（注）積算内訳書については、指定様式の Excel 形式を使用するものとし、画像ファイル

（.tif）に変換後提出すること。ただし、押印は要しないものとする。

イ くじ番号

入札書にくじ番号（３桁の任意の数字）を入力すること。

ウ 電子入札システムによる入札書の受付期間

令和５年７月１２日（水）から令和５年７月１４日（金）までの午前９時から午後５時ま



でとする。

エ 郵送による受付締切期日及び提出先（紙入札方式の承諾を得た者に限る。）

入札公告に示された電子入札システムにおける入札の受付締切同日午後４時までとし、そ

の期限を過ぎて到着した入札書は、受理しない。

提 出 先 茨城県常陸大宮市中富町３１３５番地の６

常陸大宮市役所 総務部 財政課

オ 郵送による提出方法（紙入札方式の承諾を得た者に限る。）

・封筒は任意の二重封筒とし、次のとおりとする。

・中封筒は、入札書を入れて、封かんのうえ、「入札書在中」を朱書きし、開札日、入札に係

る工事名及び入札参加者の商号又は名称を表記するものとする。

・表封筒は、入札書を同封した中封筒、積算内訳書、連絡担当者の名刺１枚を入れ、表に入

札書送付先の郵便番号、住所、機関名、入札に係る工事名、入札参加者の住所及び商号又

は名称を表記し、併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きする。

・イのくじ番号については、入札書余白に「くじ番号〇〇〇（任意の３桁の数字）」を記載す

ること。なお、くじ番号の記載が無い場合は、「０００」とみなす。

（注）入札書及び積算内訳書の日付は、入札執行日で記載すること。

（２）入札に際しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、政令、常陸大宮市建設工事執行

規則（平成３年大宮町規則第２２号）及び常陸大宮市財務規則（平成３年大宮町規則第２１

号）の関係条項を遵守すること。

（３）入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に抵触する行為をしないこと。

（４）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

（５）提出した入札書の引換え、変更又は取消しは認めない。

（６）入札の執行回数は１回とし、落札者がいない場合は不調とする。

（７）この入札は、常陸大宮市建設工事低入札価格調査制度実施要綱（平成１９年常陸大宮市訓令

第５６号）に基づき調査基準価格を設定しており、次のとおり取扱うものとする。

ア 調査基準価格を下回る入札をした者は、最低の価格をもって入札しても必ずしも落札者に

なるとは限らない。

イ 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札の決定を保留するとともに、その価格

によって、契約の内容に適合した履行がなされるか否かを判断するための調査を実施し、後日

落札を決定したときは、速やかに当該入札の結果を各入札参加者に通知する。

ウ 調査基準価格を下回る入札をした者は、調査事項に関する事情聴取等に応じるものとし、

これに応じない場合は失格とする。なお、数値的判断による基準を満たしていない場合は、契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると判断し、調査事項に関する事情聴取等を

行うことなく失格とする。

（８）最低制限価格は、設定しない。

９ 入札保証金

免除する。



１０ 契約保証金

徴収する。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代える

ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行

った場合は、契約保証金の納付を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の１以上（低入札価格

調査を受けた者である場合は、請負代金額の１０分の３以上）としなければならない。

１１ 支払条件

（１）前 払 金 請求できる。

なお、前払金の金額は、請負代金額の１０分の４以内（低入札価格調査を受けた

者である場合は、請負代金額の１０分の２以内）としなければならない。

（２）中間前払金

常陸大宮市公共工事中間前払金取扱要領に基づく認定を受けた場合について、請

負代金のうち、１０分の２以内での中間前払金を請求できる。

（３）部 分 払 契約約款による。

１２ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

（１）入札について、不正の行為があった場合

（２）指定の日時までに到達しない場合

(３）入札保証金を納入することとなっている入札について、指定の日時までに所定の入札保証金又

は入札保証金に代わる担保を納めない場合

(４）入札書に記載されている金額その他必要事項を確認し難い場合又は紙入札の場合で、記名押

印のない場合

(５）入札書を２通以上提出した場合

(６）他の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした場合

(７）紙入札の場合で、代理人が委任状を持参しない場合

(８）予定価格が事前に公表されている入札において、積算内訳書を提出しないで入札をした場合

(９）予定価格が事前に公表されている入札において、当該予定価格を超える金額で入札した場合

(10）市長の承諾を得ず、又は指示によらずに紙入札をした場合

(11）同一の入札案件において、システムによる入札及び紙入札をした場合

(12）その他入札に関する条件に違反した場合

１３ 契約の効力等

この公告に係る工事請負契約は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、市議会の議決

を要するものであるため、落札者と決定された者と仮契約を締結することとし、市議会において

議決を得た日から本契約とする。また、仮契約の相手先が仮契約締結後、市議会の議決までの間

に参加資格の要件を満たさなくなったとき又は市が常陸大宮市建設工事等請負業者指名停止等措

置要領に基づく指名停止措置要件に該当すると認めたとき若しくは指名停止措置を行ったときは、

市は仮契約を解除することができるものとする。この場合、市は契約解除に伴う損害賠償の責め

を一切負わないものとする。



１４ その他

（１）入札その他の取扱いは、この公告に記載するほか、常陸大宮市入札心得（以下「入札心得」

という。）によるものとする。なお、入札心得は常陸大宮市のホームページに掲載する。

（ホームページ＞くらし・行政＞ビジネス・産業振興＞入札・契約＞入札心得（電子入札））

（２）電子入札の詳細については、この公告に記載するほか、「常陸大宮市電子入札の試行に関す

る要領」及び「常陸大宮市電子入札運用基準」に明示する。なお、「常陸大宮市電子入札の試

行に関する要領」及び「常陸大宮市電子入札運用基準」は常陸大宮市のホームページに掲載

する。

（ホームページ＞くらし・行政＞ビジネス・産業振興＞入札・契約＞電子入札について）

（３）この工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に

基づき、分別解体等及び特定建設廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるた

め、設計図書等に記載された処理方法及び処理場所等を参考に積算したうえで入札するこ

と。また、落札者は契約に当たり、分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化等を

するための施設の名称及び所在地、再資源化に要する費用等について発注者と協議するこ

と。

（４）その他不明の点等については、次により照会すること。

ア 公告の内容について

常陸大宮市役所 総務部 財政課 契約・検査グループ 平野

電話 ０２９５－５２－１１１１（代表） 内線３７４

F A X ０２９５－５３－６０１０

イ 工事の内容について

常陸大宮市役所 建設部 都市計画課 住宅・営繕グループ 若杉

電話 ０２９５－５２－１１１１（代表） 内線２５５

F A X ０２９５－５３－５４１５


